
（ ）受験に際して、不正行為を行った者及び試験に対する妨害行為等により試験室内の秩序を乱

す者に対しては、退室を命じるとともに、採点を除外します。

 
３ 禁止事項（厳禁） 
（１）試験会場及びその周辺（店舗の駐車場を含む）での駐車、試験会場への車の乗り入れ、送迎。

（２）方法の如何を問わず、試験教室から解答用紙を持ち出し、または問題内容を漏えいする行為。

（３）カンニング行為、他の人物になりすまして（身代わり）受験する行為、試験中に援助を与え

たり受けたりする行為、その他不正に受験し、または不正受験に関与したとみなされる行為。

（４）試験開始前に問題文を見る行為または試験終了後に解答する行為。

（５）試験に対する妨害行為（暴力行為・器物破損などの他、大声を発する等、他の受験者に迷惑

となる行為）。

（６）帽子、サングラスを着用する行為。

持病等により着用が必要な場合は、事前に「身体障害者等受験特別措置」の申請をしてくだ

さい（P.14「３ 受験に際し特別な配慮を希望する場合」参照）。 
（７）試験会場で昼食をとること。

（８）試験室内の備品等を持ち帰ること。 
 
４ 試験施行後に不正が発覚した場合の措置 

試験の施行後、不正が発覚した場合、当該受験者は失格または合格を取り消し、今後の受験

をお断りするなどの対応を取らせていただきます。

５ 学校保健安全法で出席の停止が認められている感染症に関する注意事項

試験当日、受験者が学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症 インフルエンザ、

麻しん、水痘 みずぼうそう 等 に罹患し治癒していない場合は、他の受験者や監督者等へ

の感染のおそれがありますので、原則として受験をご遠慮願います。ただし、病状により医

師において伝染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。

試験当日の体調管理には、十分に注意してください。

Ⅷ．実務研修

合格者には、合格通知と併せて実務研修の具体的な時期、内容等を記載した「実務研修受講の

手引き」をお送りします。 
【注意】実務研修を受講しない場合は、試験合格者であっても、介護支援専門員の資格を得ることはで

きません。 

１ 実務研修の目的

この研修は、介護保険法第６９条の２第１項に規定された研修です。

介護保険制度の適切かつ円滑な運営に資するため、必要な知識、技能を有する介護支援専門

員の養成を図ることを目的としています。

２ 実施主体

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会（千葉県知事指定法人）

３ 研修期間・時間数等

１ 研修期間・時間数

平成３１年１月～６月 予定

上記期間内に９０時間 予定 の講義及び演習

前期研修９日間、後期研修８日間、計１７日間の予定

※千葉県社会福祉協議会が指定した日で受講していただきます（病気等やむを得ない事情に

より受講できない場合は、所定の手続きにより受講年度の変更ができます）。

（２）実習について

上記の講義及び演習の他、前期研修と後期研修の間 ３月中の予定 に２種類の実習を実施します。

① 模擬ケアプラン作成実習 実習期間中に各自実施

実習協力者の自宅を訪問して協力者本人に面接を行い、ケアプラン等を作成する実習

実習協力対象者：原則として、６５歳以上の現に在宅で生活する要介護認定１以上の要介

護者で、居宅サービスが利用可能な人。

※実習協力者は、研修の一環として、受講者自らが選定・依頼します。

②見学・観察実習 指定された３日間程度。居宅介護支援事業所の協力により実施

県に登録されている実習受入事業所の主任介護支援専門員 実習指導者 が活動している場

面等を見学・観察して、一連のケアマネジメントプロセスの実際を直接的に学ぶ実習

※見学実習先の事業所の指定・調整は、千葉県社会福祉協議会が行います。

３ 研修科目 ※科目ごとの時間数は今後変更される場合があります

科 目 時間数

前
期
研
修

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント 講義３時間

自立支援のためのケアマネジメントの基本 講義及び演習６時間

相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎 講義及び演習４時間

人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理 講義２時間
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前
期
研
修

利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意 講義及び演習２時間

ケアマネジメントのプロセス 講義２時間

ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

（受付及び相談並びに契約）

講義及び演習１時間

〃 （アセスメント及びニーズの把握の方法） 講義及び演習７時間

〃 居宅サービス計画等の作成 講義及び演習４時間

〃 サービス担当者会議の意義及び進め方 講義及び演習４時間

〃 モニタリング及び評価 講義及び演習５時間

介護支援専門員に求められるマネジメント チームマネジメント 講義及び演習２時間

地域包括ケアシステム及び社会資源 講義３時間

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義 講義３時間

ケアマネジメントに係る法令等の理解 講義２時間

実習オリエンテーション 講義２時間

ケアマネジメントの基礎技術に関する実習

後
期
研
修

実習振り返り 講義及び演習３時間

ケアマネジメントの展開・基礎理解 講義及び演習３時間

〃 ・脳血管疾患に関する事例 講義及び演習５時間

〃 ・認知症に関する事例 講義及び演習５時間

〃 ・筋骨格系疾患及び廃用症候群に

関する事例

講義及び演習５時間

〃 ・内臓の機能不全に関する事例 講義及び演習５時間

〃 ・看取りに関する事例 講義及び演習５時間

アセスメント及び居宅サービス計画等作成の総合演習 講義及び演習５時間

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り 講義及び演習 時間

４ 受講費用

受講料 ５６ ０００円（千葉県の｢使用料及び手数料条例｣で制定）

テキスト代８ ６４０円

合計 ６４ ６４０円

※この他に振込手数料がかかります。

「実務研修受講の手引き」の送付後、指定の払込票にて払い込んでください。

受講費用の入金確認後、事前にテキストを送付します。

５ 実務研修修了後の手続き

（１） 実務研修を修了しただけでは介護支援専門員の資格取得にはなりません。

修了証明書は実務研修受講最終日に交付されます。修了証明書交付後、３ヶ月以内に千葉県

知事に対して「登録の申請」をし、登録番号の交付を受けることで介護支援専門員の資格を

取得することになります。（手数料無料）。

（２）介護支援専門員として従事するためには、登録のほかに千葉県知事に対して「介護支援専門

員証の交付申請」をし、その交付を受けることが必要です。（手数料３ ０００円）
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